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役員退職慰労金支給規程  

社団法人 外航船員医療事業団  

             〔昭和５７年 ４月１日制定〕  

〔平成１０年 ４月１日改定〕  

〔平成１０年 ７月１日改定〕  

〔平成１４年１２月１日改正〕  

                                       

（総 則）  

第  １  条  社団法人 外航船員医療事業団の役員（非常勤役員を除く。

以下同じ。）に対する退職慰労金の支給については、この規程の定め

るところによる。  

（退職慰労金の受給者）  

第  ２  条  退職慰労金は、役員が退職したときはその者に、役員が死

亡したときは、その遺族に支給する。  

２ 前項の遺族の範囲及び順位は、労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）に定めるところによる。  

（適用除外）  

第  ３  条  役員が職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくな

い行為があると認められ解任されたときは、本規程は適用しない。  

（退職慰労金の額）  

第  ４  条  退職慰労金の額は、在職期間１ヵ月につき、役員が退職し、

または、死亡した日におけるその者の俸給月額に１００分の１５を乗

じて得た金額とする。  

（退職慰労金の増額）  

第  ５  条  役員が職務上特に功労があったと認めるときは、会長は、

その功労等を考慮して増額することができる。  

（在職期間の計算）  

第  ６  条  退職慰労金の算定の基礎となる在職期間の月数の計算は、

役員に就任した日から起算して暦に従って計算するものとし、１ヵ月

に満たない端数が生じたときは、これを１ヵ月とする。  
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（再任等の場合の取扱）  

第  ７  条  役員が任期満了の日またはその翌日において再び同一の

役職の役員に就任した場合は、その者の退職慰労金の支給については、 

 引続き在職したものとみなす。  

２ 役員が任期満了の日以前またはその翌日において役職を異にする

役員に就任したときは、その者の退職慰労金の支給については、その

選任の日の前日に退職したものとみなす。  

（退職慰労金の支給）  

第  ８  条  退職慰労金は、法令で定められた控除すべき額を控除して、

残額を通貨で支給する。  

（役員の在任期限）  

第  ９  条  役員の在任は、原則として、６５歳までとする。ただし、

特別の事情がある場合はこの限りではない。この場合においても、原

則として７０歳に達するまでとする。  

 

 

 

 

附  則  

 この規程は、昭和５７年４月１日から実施する。  

 

附  則  

 この規程は、平成１０年４月 1 日から実施する。  

 

附  則  

 この規程は、平成１０年７月 1 日から実施する。  

 

附  則  

 この規程は、平成１４年１２月 1 日から実施する。  
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参考資料  

１．平成１０年４月１日改定   第４条（退職慰労金の額）  

  俸給月額の１００分の２５を１００分の１５に改定する。  

 

２．平成１０年７月１日改定   第４条（退職慰労金の額）  

  俸給月額 専務理事 ５９０，０００円→５００，０００円  

       常務理事 ４８０，０００円→４００，０００円  

       にそれぞれ改定する。  

 

３．平成１４年１２月１日改正  第９条（役員の在任期限）  

  新たに制定する。  

 

 

   

 


